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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）…
一

雑

報

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）…
二

規

則

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
一
号

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
、
児
童
虐
待
」
を
「
児
童
虐
待
」
に
改
め
、
「
行
っ
た
保
護
者
」
の
下
に
「
又

は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
虐
待
を
行
っ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
保
護

者
」
を
加
え
る
。

別
記
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「第

１２条
第
１
項

」
の
次
に
「又

は
第
３
項

」
を
加
え
、

を
「

」
に

「

」

改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報
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